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研究成果の概要（和文）：本研究では、中山間地域耕畜連携システムの持続性を実証的に分析した。第１に、圃場分散
などの条件が堆肥運搬散布サービスの作業効率に及ぼす数量的な影響を明らかにした。第２に、耕畜連携の促進に寄与
する環境保全型農法に着目し、集落営農組織における環境保全型農法導入の規定要因を明らかにした。第３に、システ
ムの作業オペレータに想定される集落営農法人従業員の労務管理の特徴を明らかにした。第４に、システムにおける経
営主体間の連携関係の継続条件を、中山間地域の学習組織を事例に明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This study clarifies the sustainability of integrated farming system of arable and
 livestock in hilly/mountainous areas. The following have been discussed: (1) The manufacturing efficiency
 of manure delivery-and-scattering service; (2) determinants of the adoption of environmentally friendly f
arming practices on group farming organizations; (3) the characteristics of personnel management in commun
ity-based farming corporations; (4) the continuation conditions of farmers' cooperation.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、中山間地域の耕種農家と畜産農家間

で、広範に存在する遊休水田を活用して地域
資源（堆肥、飼料、放牧家畜）を循環利用す
る耕畜連携システムが急速に展開しつつあ
る。農業経営・経済学分野では、耕畜連携シ
ステムについて、事例研究や定量的研究を通
じて検討がなされてきた。事例研究では、(1)
環境保全型農業に取り組む経営主体の行動
や収益性に着目したもの、(2)耕畜連携シス
テム全体の特徴や堆肥運搬散布サービス提
供に着目したものに大別できる。他方、定量
的研究では、(1)環境保全型農業の作付行動
や価格・所得形成条件を明らかにしたもの、
(2)地域資源由来の堆肥の運搬・散布コスト
を規模別・作業条件別にシミュレーションし
たもの、(3)地域資源由来の堆肥の利用を評
価する需要者の属性を明らかにしたもの、
(4)耕畜連携システムの経済評価や環境影響
評価を行ったものに大別できる。 
その一方で、中山間地域では、生産条件と

輸送条件が不利な点に加え、構成農家・組織
間の利害が異なることによるコンフリクト
の発生により、システムの持続性に疑問が提
示されている。しかし、中山間地域耕畜連携
システムにおける経営主体間の連携関係に
ついての基本モデルが不明確なため、経営主
体間の連携関係の構築過程や参加継続条件
が十分明らかにされていない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、中山間地域耕畜連携システム

（以下、システム）の持続性を実証的に明ら
かにする。第１に、中山間地域に特有の作業
条件をふまえた上で、圃場分散などの条件が
堆肥運搬散布サービスの作業効率に及ぼす
数量的な影響を検討する。第２に、耕畜連携
の促進に寄与する環境保全型農法に着目し、
集落営農組織における環境保全型農法導入
の規定要因を分析する。第３に、システムの
作業オペレータに想定される集落営農法人
従業員の労務管理の特徴を明らかにする。第
４に、システムにおける経営主体間の連携関
係の継続条件を、中山間地域の学習組織を事
例に分析する。 
 
３．研究の方法 
(1) 広島県Ｓ市のＴ堆肥センター利用組合
（1997 年設立の任意組合；以下、組織Ｔ）に
対する聞き取り調査結果ならびに作業デー
タをもとに、堆肥運搬散布サービスの作業効
率のシミュレーション分析を行う。 
 
(2) 集落営農組織における環境保全型農法
導入の規定要因を検討するため、島根県下の
集落営農組織に対するアンケート調査結果
と、島根県内の３法人に対する聞き取り調査
結果をもとに分析する。 
 
(3) システムの作業オペレータに想定され

る集落営農法人従業員の労務管理の特徴を、
雇用目的別、従事形態別に明らかにする。本
研究では、島根県内３法人、広島県内１法人
の代表者に聞き取り調査を行い、労務管理の
比較分析を行う。 
 
(4) 経営主体間の連携関係の継続条件を検
討するため、島根県出雲地方（県東部）の生
産者と消費者による学習組織・Ｓ会を事例に、
生産者と消費者という異なる主体間の組織
運営の特徴について、聞き取り調査、活動観
察およびアンケート調査結果をもとに分析
する。 
 
４．研究成果 
(1) システムの形態 
組織Ｔの運営は、利用組合の組合長、集落

営農組織の組合長をはじめとする各組織の
代表などによる綿密な意見交換と合意形成
のもと、農家が主体となって行っている。組
織Ｔでは、堆肥センターと作業部会を介して、
酪農家と耕種農家との間で、堆肥と稲藁の循
環的な利用が成立しており、利用組合の設立
を契機に、５集落営農組織の転作 25ha 前後
を酪農協業組合が担当し、飼料用トウモロコ
シを栽培して堆肥センターの堆肥を施用し
ている。 
 圃場１筆単位でみた作付順序は、ブロッ
ク・ローテーションを基本にした「１年目：
飼料用トウモロコシ→２年目：水稲（耐倒伏
性が強い品種）→３年目：水稲（コシヒカリ）」
など、飼料用トウモロコシにおける堆肥利用
を前提にして、作期の分散とあわせて、水稲
品種の選定を工夫している。年間の主な作業
時期は、３月から５月までの春作業と、９月
から 11 月までの秋作業によって構成されて
いる。そして、堆肥の主な需要時期は、３月
下旬、５月下旬、10 月中旬～下旬、11 月中
旬に集中している。稲藁は、９月下旬から 10
月にかけて、堆肥散布を行った圃場からすべ
て収集している。 
 
(2) 組作業の実態 
堆肥運搬散布組作業と稲藁収集・運搬組作

業は、５集落営農組織の機械作業オペレータ
と、酪農家から組織された作業部会が行って
いる。作業部会員の年齢構成は、40～60 歳代
が多く、農業就業形態は、他産業従事が主か
ら、農業専業まで幅がある。このように、幅
広い層を作業部会員として取り込んでいる
点が、作業部会の特徴の一つとして挙げられ
る。堆肥運搬散布組作業は、積み込み作業に
堆肥センター専従１人、運搬作業に耕種農家
から２～３人、積み替え作業に酪農家から１
人、散布作業に耕種農家から１人が出役する。
耕種農家は、自ら所属する集落営農組織の作
業に出役するように調整している。稲藁収集
組作業は、レーキ作業、ロール作業、ラッピ
ング作業に各２人が出役している。稲藁運搬
組作業は、積み込み場所と積み降ろし場所各



１人、運搬作業５～７人が出役する。これら
の組作業に共通するのは、各作業日に、酪農
家１人が出役するように農家間で調整して
いる点である。酪農家は、各作業日の打ち合
わせ時に、圃場図をもとに作業全体の流れを
説明し、作業現場でも、作業全体の監督的な
役割を担っている。 
組作業の難易を左右する圃場条件につい

て検討するため、サービス提供４年目の耕種
農家の作業部会員 57 人に対して行ったアン
ケート調査の結果（回収数 41、回収率 72％）
は表１のとおりである。「たいへん困る」、「困
る」の回答率は、いずれの圃場条件とも４割
を下回っている。とりわけ、中山間地域にも
かかわらず、「圃場まで遠い」はいずれも１
割を下回っている。これは、圃場ブロックご
とに順次作業を進めていることに加え、作業
期間中、作業機を持ち帰らず、圃場内に駐車
できるように組織Ｔで取り決めていること
が関係しているものと推察される。ただし、
稲藁収集・運搬組作業の「圃場出入口が急坂」
と「土壌が柔らかい」は比較的高い回答率で
あった。その要因として、圃場内に乗り入れ
る機械が、堆肥運搬散布組作業では主にクロ
ーラ型の自走式マニュアスプレッダ１台で
あるのに対し、稲藁収集組作業においては、
ホイール型の重機３台（トラクタ、ロールベ
ーラ、ラッピングマシン）であることが要因
となっているものと推察される。 
 
(3) 圃場分散が堆肥運搬散布サービスの作

業効率に及ぼす数量的な影響 
 サービス提供場面で作業効率の向上が求
められるのは、次の２つのケースが代表的で
ある。【ケース１】逐次の注文を受けて１～
２人程度の作業人員で対応するケース。【ケ
ース２】あらかじめ散布圃場が確定していて、
作業期間を設定
して組作業で対
応するケース。
【ケース１】で
は、散布圃場が
逐次に決まるた
め、圃場１筆単
位での堆肥散布
作業時間のより
正確な予測によ
り 、 適 正 な 人
員・時間の配分
が可能となる。
【ケース２】で
は、作業人員と
実作業時間（開
始～終了時刻）
を確定した上で
作業を進めるた
め、作業日単位
で実施可能な散
布面積の予測に
より、所要日数

をふまえた適正な人員配分とサービス提供
範囲の設定が可能となる。 
 【ケース１】では、圃場面積、堆肥補給場
所から圃場までのアクセス条件が散布作業
時間に及ぼす影響を検討する。使用するデー
タは、組織Ｔの作業部会による散布作業に対
して行ったタイムスタディ調査結果とする。 
対象圃場は 57 筆で、堆肥散布量は 2.6m3/10
ａである。圃場内での堆肥散布は、直進に加
え、旋回中も行われる。よって、圃場単位の
散布作業時間 T は次式で表される。 
T ＝ tA ＋ tB ＋ tC ＋ tD       (1) 
ただし、 
T：散布作業時間(分/筆)、 
tA：直進・旋回実作業時間(分/筆)、 
tB：圃場内移動時間(分/筆)、 
tC：堆肥補給のための圃場外移動時間(分/筆)、 
tD：堆肥補給時間(分/筆)。 
tA ～ tD のうち、堆肥補給場所から圃場まで
のアクセス条件に左右されるのは tC である。
tA ～ tD の各推定結果は表２の(2)～(5)式、
散布作業時間の試算結果は図１、散布作業時
間に占める実作業時間の割合（以下、実作業
時間割合）は図２のとおりである。図１と図
２から、次の２点の傾向が指摘できる。①圃
場面積が同一でも、堆肥の積み替え場所が B0 
から B3 になるほど散布作業時間が増大し、
作業効率が低下する。②圃場面積５・15・25・
35ａ/筆の近傍で作業効率が低下する。これ
は、１回の堆肥補給量が約 10ａ分に相当する
ため、例えば 15ａと 20ａの圃場で、堆肥補
給回数が同じ２回になるためである。ただし、
複数圃場を組作業で散布する場合は、残った
５ａ分の堆肥をそのまま次の圃場に持ち越
せるため、②の傾向を回避できる。よって、
１筆当たり面積が組作業の作業効率に及ぼ
す影響は別途分析する必要がある。 

　表１　作業の難易を左右する圃場条件 単位：％

圃場
まで
遠い

道路が
狭い

停車
場所

圃場
出入口
が狭い

圃場
出入口
が急坂

圃場が
小さい

圃場が
不整形

土壌が
柔ら
かい

 堆肥運搬散布組作業 5.7** 21.2 24.2 20.6 21.2 21.9 17.2 26.7

 稲藁収集・運搬組作業 8.3** 14.3  11.4* 25.7   38.2** 25.8 21.2  35.3*
　出所：アンケート調査結果より作成。
　注：１）各項目の有効回答数は，堆肥運搬散布組作業29～35，稲藁収集・運搬組作業31～36。回答者の年齢
　　　　は，40歳代10人，50歳代10人，60歳代15人，70歳代４人，不明２人。
　　　２）アンケートの選択肢は，｢たいへん困る｣，｢困る｣，｢あまり困らない｣，｢困らない｣。
　　　３）**は５％水準，*は10％水準で，同一組作業内の他７項目の平均回答率との間に有意差があること
　　　　を示す（比率の差の検定)。

「たいへん困る｣，｢困る」の回答率

 t A＝0.077＋60.834 A／CE (2)
　　 (0.198)   (26.531*)

 t B＝－0.769＋1.138 M (3)
　　 (-3.214*)  (10.522*)

 t C＝－0.140＋0.826 M･B 1＋1.748 M･B 2＋2.455 M･B 3 (4)
 　　(-0.800)   (9.254*)      (12.586*)     (9.002*)

堆肥補給時間 t D(分/筆)  t D＝0.833 M　（係数はタイムスタディの平均値） (5)

注：１）推定モデルは線形回帰モデルで，各パラメータの推定方法はＯＬＳである(サンプル数57)。括弧内はｔ値で，＊は有

　　　意水準１％を示す。
 　 ２）Ａ:圃場面積(a/筆)，ＣＥ：有効作業量(a/h)＝36×直進作業速度(m/s)×作業幅(m)，M：マニュアスプレッダ堆肥補給回

　 　 数，B 0：堆肥積み替え場所が圃場内＝1，他＝0，B 1：堆肥積み替え場所が圃場出入口前の農道＝1，他＝0，B 2：堆肥積

　 　 み替え場所が圃場から片道実走100秒未満の場所＝1，他＝0，B 3：堆肥積み替え場所が圃場から片道実走100秒以上の

　 　 場所＝1，他＝0。なお，B 2とB 3を分ける片道実走時間は，式の当てはまりを基準に設定した。

堆肥補給のための圃場外
移動時間 t C(分/筆) Adj.R2＝0.782

表２　圃場単位の散布作業時間の推定結果

直進・旋回実作業時間
t A(分/筆) Adj.R2＝0.926

圃場内移動時間  t B(分/
筆) Adj.R2＝0.662



【ケース２】では、作業日単位の散布面積
を推定したうえで、圃場分散が散布面積に及
ぼす影響を検討する。本研究では、井上・藤
栄(2007)の散布 10ａ当たり所要労働時間の
推定結果をふまえ、作業日単位の散布面積 Y 
の関数型を設定する。推定に用いた変数の定
義は表３のとおりである。 
(6)式の推定には、組織Ｔの作業日誌のデ

ータを用いた。167日の記載データのうち137
日のデータが利用可能であった。この 137 サ
ンプルを用いて（表３）、(6)式を OLS によ
って推定した結果、パラメータの符号と大き
さに矛盾のない次式が得られた。なお、VIF 
は３以下であり、説明変数間に多重共線性が
生じている可能性は低いと考えられる。括弧
内はｔ値で、**、*はそれぞれ、１％、10％
水準で有意差があることを示す。 
 

Y＝-90.080-0.118 N２+14.912 N+0.801W･F   
      (-3.109**) (-3.477**)  (7.020**)  (6.836**) 

-2.206W･D-3.834W･S -15.433W･E1 
       (-3.439**)    (-1.231)      (-7.474**)   

    -14.299W･E2-8.195W･E3-3.214W･R 
       (-6.396**)      (-4.077**)    (-1.792*) 

      -4.064W･P-3.212W･A1-15.801W･A2           (7) 
       (-2.733**)   (-0.933)      (-6.329**)  

Adj.R2＝0.821 

 
次に、(7)式を用いて、組織設立年数４年

目以降、堆肥散布量 2.6m3/10ａの条件で、１
筆当たり面積、通作距離、圃場分散度を変化

させた散布面積を試算する。試算に際し、
E1,2,3、A1,2、F、D、S 以外の説明変数の値は
サンプル平均値(表３）を外挿した。試算結
果は図３～図５のとおりである。各図の横軸
は変化させた試算条件を、縦軸は作業日当た
りの散布面積を表し、散布面積の試算値と収
支均衡下限面積（所要費用と同額の収入が得
られる散布面積）を図示した。なお、図中の
散布面積の試算値と収支均衡下限面積の交
点は収支ゼロの散布面積を表し、以下ではこ
の点を収支均衡点と呼ぶ。 

収支均衡下限面積と散布面積の試算値か
ら、１筆当たり面積、通作距離および圃場分
散度の変化が堆肥運搬散布サービスの収益
性に及ぼす数量的な影響を確認することが
できる。たとえば図３では、収支均衡点から
１筆当たり面積が５ａ減少すると、収支均衡
下限面積と散布面積の試算値との差が 26.5
ａ/作業日となるため、収支は△8.4 千円/作
業日となる。同様に、図４と図５の通作距離
と圃場分散度についても、収支均衡点からそ
れぞれ 0.5km、0.1km 増加すると、収支均衡
下限面積と散布面積の試算値との差が 20.1
ａ/作業日、13.9ａ/作業日となるため、収支
は△6.4 千円/作業日、△4.4 千円/作業日と
なる。 

明らかとなった点は次のとおりである。
【ケース１】では、堆肥積み替え場所と圃場
面積が作業効率を大きく左右する点である。
つまり、作業効率の向上には、圃場から近い
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図１ 圃場面積別にみた散布作業時間の試算結果
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（121.01ａ/ｈ）を外挿した。
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図２ 散布作業時間に占める実作業時間の割合

注：実作業時間割合(％)＝tA(分/筆)／T(分/筆)×100。

(％)

変数名 定義 変数の単位・内容 平均 標準偏差 最小 最大
Y 散布面積 ａ/作業日 281.37 117.81 60.40 555.70

N 延べ作業時間 人･ｈ 34.34 11.90 7.00 54.00

W 実作業時間* ｈ 6.57 1.74 2.00 10.00

F 散布圃場の１筆当たり面積 ａ/筆 24.15 6.31 9.97 39.64

D 通作距離** km 2.29 1.20 0.57 4.73

S 圃場分散度** km 0.29 0.23 0.01 1.22

E 1 組織設立年数ダミー１ 組織設立１年目＝1，他＝0 0.16

E 2 組織設立年数ダミー２ 組織設立２年目＝1，他＝0 0.17

E 3 組織設立年数ダミー３ 組織設立３年目＝1，他＝0 0.15

R 初日・最終日ダミー
作業期の初日か最終日＝1，
他＝0

0.15

P 水稲作付前散布ダミー
水稲作付前散布＝1，飼料作
物作付前・収穫後散布＝0

0.39

A1 散布量ダミー１ 3.9ｍ3/10ａ＝1，他＝0 0.07

A2 散布量ダミー２ 5.2ｍ3/10ａ＝1，他＝0 0.09
　注：＊作業中の打ち合わせ・待ち・小休止時間を含む。＊＊図５を参照のこと。

表３　散布面積の推定における記述統計量



堆肥積み替え場所の確保や、堆肥のロスを抑
制する堆肥補給方法の工夫が重要であるこ
とが示唆される。【ケース２】では、１筆当
たり面積、通作距離および圃場分散度の条件
が堆肥運搬散布サービスの収支を大きく左
右する点である。つまり、各作業日の通作距
離と圃場分散度を小さくするための土地利
用調整や作業条件の変更について、サービス
需要者との合意形成が重要であることが示
唆される。 
 

(4) 集落営農組織における環境保全型農法
導入の規定要因 

 集落営農組織における環境保全型農法の
導入と、中山間地域立地（仮説１）、所在自
治体（仮説２）、組織経過年数（仮説３）、経
営規模（仮説４）、地域貢献活動（仮説５）
との関係、10ａ当たり売上高と環境保全型農
法の導入（仮説６）との関係を計量分析（プ
ロビット・モデル、OLS）ならびに事例分析
により検証した。 
計量分析ならびに環境保全型農法の作付

比率が異なる中山間地域の３法人の事例調
査から、仮説１～６の成立を支持する次の結
果が得られた。①中山間地域や資源循環に取
り組む自治体への立地は、環境保全型農法の
導入と正の関係を有する。②組織経過年数、
経営規模、地域貢献活動のひとつである集落
活動の実施は、環境保全型農法の導入と正の
関係を有する。③環境保全型農法の作付比率
は、10ａ当たり売上高と正の関係を有する。 

システムの持続性の含意として、集落営農
組織による環境保全型農法導入には、立地条
件、組織経過年数および経営規模など、集落
営農組織の経営内容そのものに加えて、集落
活動の実施などの地域貢献活動に着目する
ことの重要性を指摘できる。 
 
(5) 集落営農法人従業員の労務管理の特徴 

広島県のＯ法人を事例に、従業員と構成員
出役者の労務管理の共通点と差異を検討し
た結果、構成員出役者に対する労務管理を従
業員にそのまま適用した部分（共通点）と適
用せずに新たな制度を導入した部分（差異）
が明らかとなった。このことから、従業員の
常時雇用を契機として、従業員に必要な労務
管理を検討するとともに、構成員出役者の労
務管理が適用可能か否かを判断する必要性
が生じることが示唆される。また、Ｏ法人で
は、事業展開として６次産業化を柱に据えて
おり、このことも労務管理に影響を与えてい
た。特に事業構造の変化は、部門別での従業
員の常時雇用につながり、それぞれの業務に
応じた労務管理制度が構築されていた。シス
テムの継続条件への含意としては、各事業部
門に適合した労務管理を検討する必要が生
じることが示唆される。 
次に、島根県の３法人を事例に、従業員雇

用の目的に起因する労務管理の特徴を検討
した結果、労働力類型（労働力補完のみ）に
対して後継者類型（労働力補完と後継経営者
育成）の労務管理は以下の特徴を備えている。
後継経営者候補を募集・選抜する雇用管理、
業務に必要な能力と経営感覚を習得させる
教育訓練管理、後継者候補として有望な者へ
報酬配分する報酬管理、従業員心理に配慮し
た就業条件管理である。経営側は、従業員を
長期的視点から活用する重要な経営資源か
つ、後継経営者候補として位置づけ、労務管
理において後継経営者候補の選抜・育成と選
抜した従業員の厚遇を重視している。後継者
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類型の労務管理は、従業員個別の管理を指向
している。その理由は、経営側が従業員の中
から後継経営者を選抜・育成するために従業
員の貢献度を個人毎に評価するためである。
どの従業員が後継経営者に相応しいのかを
見極めるために、従業員個別に評価を行って
いる。従業員の評価結果に対応した労務管理
を行い、より効果的な後継経営者の選抜・育
成を図っていると考えられる。システムの継
続条件への含意としては、作業従事者の雇用
目的に適合した労務管理を検討する必要が
生じることが示唆される。 
 
(6) 異なる主体による組織運営の特徴 
 システムでは、リーダーの多くは畜産農家
となり、役割の多くも畜産農家が負うケース
が多い。しかし、役割が特定の主体に偏る場
合、作業負担の面のみならず、意思疎通の面
でも継続を困難にする要因になる。したがっ
て、属性が大きく異なる主体による組織運営
の特徴を分析することは、システムの継続条
件を検討するうえで重要な示唆が得られる
と考える。そこで、島根県出雲地方（県東部）
の生産者と消費者による学習組織・Ｓ会を事
例に、生産者と消費者による学習組織運営の
特徴について検討した結果、次の４点が明ら
かとなった。第１に、学習組織設立に際して、
牽引役のリーダーの存在が重要である点が
あげられる。本事例では、リーダーの条件と
して、学習組織の理念の明確化と組織化の実
行力に加えて、生産者と消費者の両方に多く
の関係を有することが指摘できる。第２に、
運営における役割分担について、重要な役割
をリーダーが担当する一方、生産者と消費者
の両方に役割を配分している点があげられ
る。これにより、生産者の作業負担軽減に加
え、消費者の参加意識向上につながっている
ものと考えられる。第３に、学習活動として、
体験や見学を含む複数の内容を用意してい
る点があげられる．そのひとつである学習交
流会も、講演会に加え、会員が生産した農産
物による調理・会食などで構成されている。
第４に、学習活動への参加は、食・農の幅広
い領域における新たな理解や発見をもたら
し、生産者に対しては今後の農業のあり方や
若い世代とのコミュニケーションを考える
契機に、消費者に対しては食・農について幅
広く学習する機会となっている点があげら
れる。 
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